
表１　懲戒処分等の状況一覧（平成１６年度）     

    （単位：人）

懲　戒　処　分　の　種　類
免　職 停　職 減　給 戒　告

北 海 道 13 19 60 140 (4) 232 (4) 29 (24) 261 (28)
青 森 1 3 4 38 (1) 46 (1) 42 (1) 88 (2)
岩 手 4 3 5 19 (4) 31 (4) 12 (8) 43 (12)
宮 城 5 1 2 (1) 8 (1) 54 (15) 62 (16)
秋 田 2 2 5 (2) 1 (2) 10 (4) 33 (15) 43 (19)
山 形 1 2 4 (2) 16 (1) 23 (3) 15 (2) 38 (5)
福 島 1 6 4 16 27 98 (12) 125 (12)
茨 城 3 6 2 (1) 1 12 (1) 22 (27) 34 (28)
栃 木 3 5 (3) 1 (2) 9 (5) 31 (10) 40 (15)
群 馬 1 1 137 (25) 138 (25)
埼 玉 9 9 15 (1) 25 58 (1) 47 (20) 105 (21)
千 葉 3 6 7 (2) 8 24 (2) 34 (41) 58 (43)
東 京 6 19 29 (1) 120 (7) 174 (8) 121 (36) 9 304 (44)
神 奈 川 8 7 7 (4) 2 (1) 24 (5) 164 (65) 188 (70)
新 潟 6 4 19 50 (2) 79 (2) 31 (6) 110 (8)
富 山 1 1 4 1 7 48 (2) 55 (2)
石 川 1 2 1 4 13 (2) 17 (2)
福 井 1 2 (1) 10 (1) 13 (2) 70 (13) 83 (15)
山 梨 2 1 3 20 (4) 23 (4)
長 野 4 4 (1) 7 (1) 15 (2) 23 (32) 38 (34)
岐 阜 4 (1) 5 (1) 9 (2) 70 (7) 79 (9)
静 岡 7 4 4 1 (2) 16 (2) 153 (14) 169 (16)
愛 知 3 3 6 2 14 26 (13) 1 41 (13)
三 重 3 5 3 11 22 (6) 33 (6)
滋 賀 2 1 3 2 (1) 8 (1) 97 (18) 105 (19)
京 都 1 1 2 170 (14) 172 (14)
大 阪 12 3 11 (5) 7 (9) 33 (14) 60 (47) 93 (61)
兵 庫 3 1 5 10 (1) 19 (1) 82 (16) 101 (17)
奈 良 2 1 3 5 (9) 8 (9)
和 歌 山 1 2 1 4 10 (6) 1 15 (6)
鳥 取 2 2 (1) 1 5 (1) 41 (2) 46 (3)
島 根 3 5 (1) 8 (1) 63 (17) 71 (18)
岡 山 4 2 (1) 2 (2) 8 (3) (4) 8 (7)
広 島 6 4 2 22 (1) 34 (1) 18 (14) 52 (15)
山 口 3 1 4 (1) 8 (1) 38 (9) 46 (10)
徳 島 2 (1) 2 (1) 10 (9) 12 (10)
香 川 1 1 2 1 5 27 (14) 32 (14)
愛 媛 1 1 7 (1) 9 (1) 4 (9) 13 (10)
高 知 2 1 3 50 (4) 1 54 (4)
福 岡 3 2 4 9 4 (3) 13 (3)
佐 賀 2 2 2 (3) 6 (3) 156 (10) 162 (13)
長 崎 2 3 1 6 3 (3) 9 (3)
熊 本 7 1 2 (1) 5 (4) 15 (5) 3 (4) 18 (9)
大 分 3 4 8 (1) 16 (5) 31 (6) 6 (60) 37 (66)
宮 崎 4 4 10 30 (6) 48 (6) 27 (8) 75 (14)
鹿 児 島 5 2 2 9 88 (1) 97 (1)
沖 縄 1 3 1 5 7 (1) 12 (1)
札 幌 市 2 5 11 7 (1) 25 (1) 67 (6) 92 (7)
仙 台 市 1 1 2 13 (6) 15 (6)
さいたま市 1 1 2 (1) 3 (1)
千 葉 市
川 崎 市 1 4 5 12 (7) 17 (7)
横 浜 市 5 7 4 7 23 27 (48) 50 (48)
名 古 屋 市 1 3 4 13 (7) 17 (7)
京 都 市 1 1 1
大 阪 市 3 2 3 8 1 (23) 2 11 (23)
神 戸 市 2 6 6 (1) 14 (1) 15 (8) 29 (9)
広 島 市 2 2 15 (3) 17 (3)
北 九 州 市 1 2 2 5 7 (1) 12 (1)
福 岡 市 2 2 2 6 5 (6) 11 (6)
合  計 165 180 (1) 294 (27) 587 (68) 1,226 (96) 2,461 (798) 14 3,701 (894)

（注） （　）は、非違行為を行った所属職員に対する監督責任により懲戒処分等を受けた者の数で外数。

総　計県 市 名 合　計 訓告等 諭旨免職



表２　　交通事故に係る当事者責任としての懲戒処分等の状況一覧（平成１6年度）
(単位：人）

北 海 道 1 14 (9) 50 138 203 (9) 8 211 (9)

青 森 1 (1) 2 (1) 2 37 42 (2) 39 81 (2)

岩 手 2 (2) 3 (3) 1 19 25 (5) 11 36 (5)

宮 城 1 (1) 1 2 (1) 45 47 (1)

秋 田 2 (2) 2 4 (2) 29 33 (2)

山 形 2 (1) (1) 3 13 18 (1) (1) 11 29 (1) (1)

福 島 4 (1) (1) 1 11 16 (1) (1) 83 99 (1) (1)

茨 城 1 (1) 5 (4) 6 (5) 2 8 (5)

栃 木 3 (3) 3 (3) 17 20 (3)

群 馬 106 106

埼 玉 10 (3) 17 27 (3) 9 36 (3)

千 葉 1 (1) 3 (2) 2 2 8 (3) 5 13 (3)

東 京 1 3 1 5 15 20

神 奈 川 3 (1) 1 4 (1) 87 91 (1)

新 潟 10 35 45 8 53

富 山 1 (1) 2 (2) 3 (3) 48 51 (3)

石 川 1 (1) 1 2 (1) 11 13 (1)

福 井 2 (2) 5 7 (2) 68 75 (2)

山 梨 1 1 1

長 野 1 1 19  20

岐 阜 4 5 9 66 75

静 岡 3 (3) 2 (2) 5 (5) 140 145 (5)

愛 知 1 1 1 2

三 重 3 (2) 1 4 (2) 3 7 (2)

滋 賀 2 1 3 76   79

京 都 153 153

大 阪 3 (3) 3 (3) 16 19 (3)

兵 庫 2 2 4 55 59

奈 良 1 1

和 歌 山 2 (2) 2 (2) 2 (2)

鳥 取 1 2 (1) 3 (1) 35 38 (1)

島 根 3 (2) 3 (2) 6 (4) 59 65 (4)

岡 山

広 島 2 (2) 2 2 6 (2) 4 10 (2)

山 口 3 3 36 39

徳 島 5 5

香 川 1 (1) 2 1 4 (1) 3 7 (1)

愛 媛 1 (1) 5 6 (1) 3 9 (1)

高 知 2 (2) 2 (2) 27 29 (2)

福 岡 1 (1) 1 (1) 2 (1) 4 (3) 1 5 (3)

佐 賀 1 (1) 2 (2) 1 4 (3) 134 138 (3)

長 崎 2 (2) 2 (1) 1 5 (3) 1 6 (3)

熊 本 1 (1) 1 (1)  1 (1)

大 分 1 (1) 3 (3) 8 (2) 15 27 (6) 2 29 (6)

宮 崎 3 (3) 8 26 37 (3) 27 64 (3)

鹿 児 島 3 (3) 2 2 7 (3) 65 72 (3)

沖 縄 1 (1) 1 (1) 1 (1)

札 幌 市 3 (1) (2) 5 3 11 (1) (2) 53 64 (1) (2)

仙 台 市 3 3

さいたま市

千 葉 市

川 崎 市 9 9

横 浜 市 1 1 1 2

名古屋市 1 1 1 2

京 都 市

大 阪 市

神 戸 市 1 1 1

広 島 市  

北九州市 1 1 2 1 3

福 岡 市 1  1

合 計 24 (21) 78 (3) (57) 143 (12) 340 585 (3) (90) 1,603 2,188 (3) (90)

（注）  　（　）内は、左が酒酔い運転、右が酒気帯び運転の数で内数。

総　　計県 市 名 合　　　計 訓 告 等 諭旨免職
免　　　職 停　　　職 減　　　給 戒　　　告

懲   戒   処   分   の   種   類



表３　　交通事故に係る監督者責任としての懲戒処分等の状況一覧（平成１6年度）
（単位：人）

免職 停職 減給 戒告

北 海 道 16 16

青 森

岩 手 1 1 3 4

宮 城

秋 田 2 2 2

山 形

福 島

茨 城 5 5

栃 木 3 3

群 馬 1 1

埼 玉 1 1

千 葉 5 5

東 京 1 1

神 奈 川 4 4

新 潟

富 山 1 1

石 川

福 井 1 1 3 4

山 梨

長 野 18 18

岐 阜 1 1

静 岡 3 3

愛 知 2 2

三 重 1 1

滋 賀 3 3

京 都

大 阪 3 3

兵 庫 1 1

奈 良 1 1

和 歌 山 2 2

鳥 取 1 1 1 2

島 根 1 1 9 10

岡 山

広 島 1 1

山 口 1 1

徳 島

香 川 1 1

愛 媛 6 6

高 知

福 岡

佐 賀 2 2 2 4

長 崎 3 3

熊 本

大 分 2 2 47 49

宮 崎 1 1 2 3

鹿 児 島

沖 縄

札 幌 市 1 1

仙 台 市

さ い た ま 市

千 葉 市

川 崎 市

横 浜 市

名 古 屋 市

京 都 市

大 阪 市

神 戸 市

広 島 市

北 九 州 市

福 岡 市

合 計 1 10 11 152 163

総　計諭旨免職県 市 名
懲戒処分の種類

合　計 訓告等



表４　体罰に係る懲戒処分等の状況一覧（平成１６年度）
（単位：人）

［場面］ ［場所］
北 海 道  16.  4. 23 1 1 放課後 運動場、体育館 打撲（顔）、その他等 その他

 16.  6. 25 1 1 休み時間 廊下、階段 傷害なし 素手で殴る

 16.  8. 27 1 1 授業中、休み時間 教室、廊下、階段 打撲（その他） 素手で殴る、蹴る

 16.  8. 27 1 1 休み時間 教室 打撲（その他） 投げる・転倒させる

 16.  9. 22 1 1 授業中 教室 打撲（その他） 素手で殴る

 16.  10. 22 1 1 放課後 廊下、階段 鼓膜損傷 素手で殴る

 16.  12. 8 1 1 1 放課後 生徒指導室等 傷害なし 素手で殴る

 16.  12. 22 1 1 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 17.  2. 9 1 1 部活動 教室 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 2 1 1 休み時間、部活動 教室、運動場、体育館 打撲（頭） 殴る・蹴る等

 17.  3. 31 1 1 部活動 運動場、体育館 鼓膜損傷 素手で殴る

 17.  3. 31 1 1 放課後 その他 傷害なし その他

青 森  16.  5. 26 1 放課後 その他 鼓膜損傷 素手で殴る

 16.  7. 15 1 1 その他 その他 打撲（顔） 殴る・蹴る等

 16.  9. 17 1 1 授業中 運動場、体育館 骨折・捻挫等 その他

 16.  12. 6 1 休み時間 教室 傷害なし その他

 16.  12. 27 1 1 放課後、その他 運動場、生徒指導室等 打撲（顔） 殴る・蹴る等

岩 手  16.  10. 18 1 1 (1) 授業中 教室 骨折・捻挫等 棒等のもので殴る

宮 城  16.  5. 19 1 1 授業中 教室 打撲（顔）、打撲（足） 素手で殴る

 17.  3. 18 1 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 18 1 授業中 運動場、体育館 打撲（その他） 素手で殴る

 17.  3. 25 1 休み時間 廊下、階段 その他 殴る・蹴る等

 17.  3. 25 1 授業中 運動場、体育館 その他 素手で殴る

秋 田  16.  5. 7 1 1 (1) その他 教室 外傷 蹴る

 16.  6. 8 1 (1) 1 (1) (1) 学校行事 その他 打撲（足） 蹴る

 16.  8. 26 1 1 (1) その他 職員室 骨折・捻挫等 殴る・蹴る等

 16.  8. 26 1 部活動 その他 傷害なし 素手で殴る

 16.  8. 27 1 学校行事 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 16.  10. 5 1 部活動 その他 傷害なし 素手で殴る

山 形  16.  8. 25 1 放課後 廊下、階段 打撲（頭） 素手で殴る

 16.  12. 21 1 1 授業中 教室 外傷 棒等のもので殴る

 16.  12. 27 1 放課後 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 17 1 1 休み時間 教室、廊下、階段 打撲（頭）、打撲（顔） 素手で殴る、その他

 17.  3. 18 1 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

福 島  16.  4. 6 1 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 16.  7. 16 1 放課後 廊下、階段 傷害なし 素手で殴る

 16.  8. 20 1 学校行事 運動場、体育館 打撲（頭） 素手で殴る

 16.  10. 22 1 放課後 その他 傷害なし 殴る・蹴る等

 16.  10. 22 1 1 (1) 部活動 その他 鼻血 殴る・蹴る等

 16.  10. 22 1 その他 教室 傷害なし 殴る・蹴る等

 16.  10. 22 1 1 その他 教室 骨折・捻挫等 蹴る

 16.  12. 15 1 1 授業中、放課後等 教室、その他 その他 棒等のもので殴る、その他

 17.  1. 14 1 その他 教室 傷害なし 素手で殴る

 17.  1. 14 1 授業中 廊下、階段 鼓膜損傷 素手で殴る

 17.  2. 10 1 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 18 1 放課後 その他 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 18 1 休み時間 教室 傷害なし 素手で殴る

茨 城  16.  4. 28 1 部活動 運動場、体育館 打撲（足） 蹴る

 16.  7. 2 1 (1) 部活動 運動場、体育館 骨折・捻挫等 素手で殴る

 16.  7. 27 1 部活動 運動場、体育館 鼓膜損傷 素手で殴る

 16.  7. 29 1 (1) 部活動 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 16.  8. 20 1 (1) 授業中 廊下、階段 外傷 素手で殴る

 16.  10. 20 1 (1) 授業中 運動場、体育館 打撲（顔） 素手で殴る

 16.  10. 30 1 1 (1) その他 その他 外傷 素手で殴る

 16.  12. 24 1 (1) 部活動 運動場、体育館 外傷 素手で殴る

 16.  12. 28 1 (1) 部活動 運動場、体育館 外傷 蹴る

 16.  12. 28 1 (1) 放課後、学校行事 運動場、体育館、その他 外傷 殴る・蹴る等

栃 木  16.  6. 1 1 その他 職員室、運動場、体育館 傷害なし 棒等のもので殴る、その他

 16.  6. 7 1 授業中 教室 傷害なし その他

 16.  6. 7 1 部活動 その他 傷害なし 殴る・蹴る等

 16.  7. 20 1 授業中 教室、運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る、その他

 16.  9. 16 1 部活動 運動場、体育館、その他 傷害なし その他

 16.  9. 16 1 その他 教室、廊下、階段 傷害なし 素手で殴る

 16.  9. 21 1 部活動、休み時間 教室、運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る、蹴る

 16.  10. 5 1 1 (1) 休み時間 その他 打撲（頭） 殴る・蹴る等

 17.  3. 11 (1) 放課後 その他 外傷 その他

 17.  3. 14 1 授業中 教室 打撲（頭） 素手で殴る

群 馬  16.  7. 6 1 (1) その他 運動場、体育館 外傷 素手で殴る

 16.  7. 6 1 (1) 授業中 教室 傷害なし その他

 16.  12. 2 1 (1) 休み時間 運動場、体育館 傷害なし 殴る・蹴る等

 16.  12. 13 1 (1) その他 職員室 傷害なし 殴る・蹴る等

 16.  12. 15 1 (1) 放課後 職員室 骨折・捻挫等 その他

 16.  12. 15 1 (2) その他 教室 傷害なし その他

 17.  3. 4 1 (1) 授業中 教室 打撲（その他） 蹴る

 17.  3. 7 1 (1) 部活動 運動場、体育館 傷害なし 蹴る

 17.  3. 23 1 (1) 休み時間 職員室 傷害なし 蹴る

 17.  3. 31 1 (1) 放課後 その他 鼻血 素手で殴る

埼 玉  16.  6. 10 1 1 (1) 部活動 運動場、体育館 打撲（その他） 素手で殴る

 16.  7. 8 1 1 (1) 授業中 廊下、階段 打撲（足） 蹴る

 16.  9. 9 1 1 (1) その他 廊下、階段 打撲（頭） 素手で殴る

 16.  9. 13 1 授業中 運動場、体育館 打撲（頭） 素手で殴る

 16.  9. 13 1 休み時間 運動場、体育館 打撲（顔） 素手で殴る

 16.  11. 22 1 学校行事 その他 打撲（顔） 素手で殴る

 16.  12. 16 1 放課後 教室 傷害なし 素手で殴る

 17.  1. 6 1 1 授業中 その他 外傷 殴る・蹴る等

 17.  1. 25 1 休み時間 生徒指導室等 鼻血 素手で殴る

 17.  2. 8 1 1 (1) 授業中 教室 骨折・捻挫等 投げる・転倒させる

 17.  2. 10 1 授業中 教室 打撲（顔） その他

 17.  2. 17 1 1 (1) 休み時間 教室 骨折・捻挫等 投げる・転倒させる

 17.  3. 11 1 休み時間 その他 打撲（その他） 蹴る

 17.  3. 17 1 授業中 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

千 葉  16.  5. 31 1 (1) 授業中 教室 外傷 蹴る

 16.  5. 31 1 (1) 放課後 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 16.  7. 13 1 (1) 休み時間 生徒指導室等 傷害なし 素手で殴る

 16.  7. 27 1 1 (1) 部活動 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る、蹴る

 16.  8. 25 1 1 (1) 授業中 運動場、体育館 傷害なし 蹴る

 16.  9. 8 1 その他 運動場、体育館 外傷 素手で殴る、その他

 16.  9. 10 1 (1) その他 生徒指導室等 傷害なし 素手で殴る

 16.  11. 2 1 (1) その他 廊下、階段 打撲（顔） 素手で殴る

 16.  11. 17 1 1 (1) 学校行事 その他 打撲（顔） 殴る・蹴る等

 16.  11. 26 1 (1) 学校行事 廊下、階段 打撲（その他） 投げる・転倒させる

 16.  11. 26 1 (1) 授業中 教室 その他 その他

 16.  12. 15 1 1 (1) 部活動 運動場、体育館 その他 その他

 17.  3. 30 1 (1) 休み時間、部活動 職員室、運動場等 傷害なし 素手で殴る、蹴る

 17.  3. 30 1 (1) 放課後 その他 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 31 1 (1) 授業中 教室 その他 蹴る

体罰の態様被害の状況体罰時の状況処分年月日県 市 名 訓告等 諭旨免職

戒告

合　計懲戒処分の種類

免職 停職 減給



［場面］ ［場所］

体罰の態様被害の状況体罰時の状況処分年月日県 市 名 訓告等 諭旨免職

戒告

合　計懲戒処分の種類

免職 停職 減給
東 京  16.  6. 1 1 休み時間 廊下、階段 傷害なし 素手で殴る

 16.  6. 1 1 休み時間 教室 傷害なし 素手で殴る

 16.  6. 15 1 1 (1) 授業中、放課後等 教室、運動場、体育館 打撲（顔） 素手で殴る

 16.  6. 15 1 授業中 廊下、階段 傷害なし 素手で殴る

 16.  6. 15 1 授業中 廊下、階段 打撲（顔）、打撲（その他） 素手で殴る

 16.  6. 15 1 休み時間 その他 その他 素手で殴る

 16.  6. 15 1 部活動 その他 傷害なし 素手で殴る

 16.  7. 15 1 学校行事 運動場、体育館 傷害なし 蹴る

 16.  7. 15 1 1 (1) 休み時間 廊下、階段 その他 投げる・転倒させる

 16.  9. 14 1 1 (2) 授業中、その他 教室、運動場等 外傷 素手で殴る、殴る・蹴る等

 16.  9. 14 1 1 (1) 学校行事、その他 教室、運動場等 打撲（頭）、その他 投げる・転倒させる、その

 16.  9. 14 1 授業中 生徒指導室等 傷害なし 棒等のもので殴る

 16.  10. 1 1 授業中 運動場、体育館 その他 蹴る

 16.  10. 1 1 その他 廊下、階段 傷害なし 素手で殴る

 16.  10. 21 1 1 (1) 授業中 廊下、階段 その他 投げる・転倒させる

 16.  11. 2 1 授業中 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 16.  11. 2 1 学校行事 その他 傷害なし 投げる・転倒させる

 16.  11. 2 1 授業中 教室 外傷 素手で殴る

 16.  11. 2 1 授業中 運動場、体育館 鼻血 素手で殴る

 16.  11. 30 1 (1) 1 (1) (1) 部活動 運動場、体育館 その他 殴る・蹴る等

 16.  11. 30 1 1 (1) 授業中 運動場、体育館 傷害なし 殴る・蹴る等

 16.  11. 30 1 授業中 廊下、階段 傷害なし 殴る・蹴る等

 16.  11. 30 1 (1) 休み時間 廊下、階段 傷害なし 素手で殴る

 16.  11. 30 1 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 17.  1. 18 1 1 (1) その他 職員室 打撲（顔） 棒等のもので殴る

 17.  1. 18 1 部活動 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 17.  1. 18 1 部活動 運動場、体育館 打撲（その他） 素手で殴る

 17.  1. 18 1 授業中、部活動 運動場、体育館 傷害なし 棒等のもので殴る、蹴る等

 17.  1. 18 1 休み時間 教室 鼻血 素手で殴る

 17.  2. 17 1 1 (1) 放課後 教室 その他 その他

 17.  2. 17 1 1 休み時間 生徒指導室等 鼻血 殴る・蹴る等

 17.  2. 17 1 授業中 教室 打撲（顔） その他

 17.  2. 17 1 授業中、その他 教室 傷害なし その他

 17.  2. 17 1 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る、殴る・蹴る等

 17.  2. 17 1 その他 教室 傷害なし 棒等のもので殴る

 17.  2. 28 1 その他 教室 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 18 1 (1) 授業中、その他 教室、その他 鼻血 素手で殴る

 17.  3. 18 1 部活動 廊下、階段 傷害なし 素手で殴る、殴る・蹴る等

 17.  3. 18 1 授業中 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 22 1 1 (1) 授業中、その他 教室、運動場、体育館 その他 棒等のもので殴る等

 17.  3. 22 1 授業中 運動場、体育館 その他 素手で殴る

神 奈 川  16.  6. 17 1 (1) 授業中、その他 運動場、廊下、階段等 傷害なし 蹴る

 16.  6. 24 1 (1) 部活動 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 16.  7. 30 1 1 部活動 運動場、体育館 その他 素手で殴る、蹴る

 16.  7. 30 1 (1) 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 16.  8. 19 1 (1) 学校行事 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 16.  8. 19 1 (1) 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 16.  8. 19 1 (1) 放課後 廊下、階段 外傷 その他

 16.  9. 16 1 (1) 放課後 廊下、階段 傷害なし 殴る・蹴る等

 16.  9. 16 1 (1) 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 16.  10. 21 1 (1) 部活動 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 16.  10. 26 1 (1) 休み時間 教室 傷害なし 蹴る

 16.  10. 28 1 (1) 学校行事 その他 鼻血 素手で殴る

 16.  10. 28 1 (1) 部活動 職員室 骨折・捻挫等 素手で殴る

 16.  10. 28 1 (1) 放課後 教室 傷害なし 素手で殴る

 16.  11. 19 1 (1) 休み時間 教室 その他 蹴る

 16.  11. 24 1 (1) 授業中 運動場、体育館 外傷 殴る・蹴る等

 16.  11. 26 1 (1) 授業中 運動場、体育館 傷害なし 殴る・蹴る等

 17.  2. 4 1 1 (1) 授業中 教室 打撲（顔） 素手で殴る

 17.  2. 4 1 (1) 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 17.  2. 4 1 (1) 授業中 教室 傷害なし 棒等のもので殴る

 17.  2. 4 1 (1) 放課後 廊下、階段 傷害なし 棒等のもので殴る

 17.  3. 28 1 1 (1) 部活動 運動場、体育館 骨折・捻挫等 素手で殴る

 17.  3. 29 1 (1) 授業中 運動場、体育館 傷害なし その他

 17.  3. 29 1 (1) 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 29 1 (1) 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

新 潟  16.  4. 26 1 休み時間 教室 傷害なし 素手で殴る

 16.  4. 30 1 1 (1) 放課後、休み時間 教室、運動場、等 傷害なし 素手で殴る

 16.  8. 27 1 1 授業中 教室、その他 傷害なし 蹴る、その他

 16.  12. 27 1 1 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 16.  12. 27 1 1 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 17.  2. 17 1 1 授業中 教室 鼓膜損傷 素手で殴る

 17.  3. 11 1 1 放課後、その他 職員室、その他 鼓膜損傷 素手で殴る

石 川  16.  8. 20 1 1 (1) 放課後 廊下、階段 打撲（顔） 素手で殴る

福 井  16.  6. 8 1 1 (1) 授業中 教室 その他 その他

 16.  6. 8 1 1 (1) 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 16.  12. 10 1 (1) 授業中、学校行事 教室、運動場、体育館 鼻血 素手で殴る、その他

 16.  12. 10 1 1 (2) 部活動 運動場、体育館 外傷 素手で殴る

 16.  12. 10 1 1 (1) 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

山 梨  16.  8. 26 1 (1) 授業中、その他 教室 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 24 1 1 (1) 休み時間 教室 鼻血 殴る・蹴る等

長 野  16.  8. 10 1 1 (1) 授業中 運動場、体育館 傷害なし 蹴る

 16.  9. 10 1 1 (1) 部活動 運動場、体育館 打撲（顔） 素手で殴る

 17.  1. 12 1 1 (1) 授業中 教室 傷害なし 殴る・蹴る等

 17.  3. 17 1 1 (1) 学校行事 廊下、階段 打撲（顔） 蹴る

岐 阜  16.  12. 27 1 (1) 部活動 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

静 岡  16.  5. 12 1 休み時間 廊下、階段 骨折・捻挫等 投げる・転倒させる

 16.  5. 12 1 学校行事 教室 打撲（頭） 素手で殴る

 16.  12. 9 1 休み時間 教室 骨折・捻挫等 その他

 16.  12. 10 1 部活動 運動場、体育館 その他 素手で殴る

 17.  2. 17 1 その他 教室 打撲（顔） 殴る・蹴る等

 17.  3. 11 1 1 (1) 授業中 その他 その他 投げる・転倒させる

 17.  3. 28 1 休み時間 運動場、体育館 骨折・捻挫等 殴る・蹴る等

 17.  3. 28 1 休み時間 その他 鼓膜損傷 素手で殴る

 17.  3. 28 1 部活動 運動場、体育館 その他 素手で殴る、その他

愛 知  16.  4. 21 1 1 授業中 教室 外傷 素手で殴る

 16.  4. 21 1 1 その他 教室 打撲（顔） 素手で殴る

 16.  4. 23 1 授業中 教室 打撲（頭） 素手で殴る

 16.  8. 5 1 その他 教室 打撲（顔） 素手で殴る

 16.  8. 31 1 1 (1) 授業中 その他 打撲（頭） 殴る・蹴る等

 16.  9. 16 1 その他 廊下、階段 打撲（その他） 素手で殴る

 16.  10. 7 1 部活動 運動場、体育館 打撲（顔） 素手で殴る

 16.  10. 12 1 (1) 授業中 運動場、体育館 鼻血 素手で殴る

 16.  11. 11 1 (1) 部活動 その他 鼓膜損傷 素手で殴る

 17.  1. 6 1 1 授業中 教室 外傷 その他

 17.  2. 8 1 休み時間 教室 打撲（頭） 蹴る

 17.  2. 14 1 休み時間 廊下、階段 打撲（顔） 素手で殴る

 17.  3. 16 1 1 (1) 部活動 その他 傷害なし 棒等のもので殴る



［場面］ ［場所］

体罰の態様被害の状況体罰時の状況処分年月日県 市 名 訓告等 諭旨免職

戒告

合　計懲戒処分の種類

免職 停職 減給
三 重  16.  10. 18 1 部活動 運動場、体育館 鼻血 素手で殴る

 17.  3. 8 1 授業中 廊下、階段 打撲（頭） 素手で殴る

 17.  3. 14 1 休み時間 教室 傷害なし その他

滋 賀  16.  9. 28 1 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 16.  11. 10 1 (1) 部活動 その他 傷害なし 素手で殴る

 16.  12. 22 1 1 (1) 授業中、休み時間 教室 外傷 棒等のもので殴る等

 17.  2. 15 1 (1) 部活動 運動場、体育館 傷害なし 棒等のもので殴る

 17.  3. 10 1 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 14 1 休み時間 教室 傷害なし その他

京 都  16.  9. 2 1 (1) 授業中 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 16.  11. 9 1 (1) 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 16.  12. 13 1 (1) 授業中 教室 鼻血 素手で殴る

 16.  12. 16 1 (1) 部活動 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

大 阪  16.  4. 14 1 部活動 その他 鼓膜損傷 殴る・蹴る等

 16.  7. 16 1 (1) 授業中 教室 打撲（顔）、外傷等 殴る・蹴る等

 16.  7. 22 1 授業中 運動場、体育館 外傷 殴る・蹴る等

 16.  9. 27 1 1 (1) 授業中、休み時間 廊下、階段、その他 打撲（頭） 素手で殴る

 16.  11. 16 1 1 (1) 授業中、その他 教室、運動場、その他 鼓膜損傷 素手で殴る

 16.  12. 8 1 休み時間 運動場、体育館 骨折・捻挫等 投げる・転倒させる

 16.  12. 8 1 授業中 運動場、体育館 その他 その他

 16.  12. 13 1 (1) 学校行事、その他 運動場、体育館、その他 傷害なし 素手で殴る、殴る・蹴る等

 16.  12. 13 1 (1) 授業中 運動場、体育館 外傷 その他

 17.  3. 9 1 (1) 授業中 廊下、階段 打撲（足） 投げる・転倒させる

 17.  3. 30 1 1 (1) 放課後 教室、廊下、階段 その他 素手で殴る

 17.  3. 30 1 1 (1) 授業中、部活動 教室、運動場、体育館 傷害なし 蹴る、その他

 17.  3. 30 1 1 (1) その他 教室 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 30 1 (1) 休み時間 教室 鼻血、その他 素手で殴る

 17.  3. 30 1 (1) 放課後 廊下、階段 打撲（顔） 素手で殴る

 17.  3. 30 1 授業中 その他 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 30 1 休み時間 廊下、階段 傷害なし 素手で殴る

兵 庫  16.  4. 30 1 部活動 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 16.  6. 25 1 授業中 教室 傷害なし 棒等のもので殴る

 16.  6. 25 1 1 (1) 学校行事 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 16.  6. 25 1 その他 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 16.  10. 15 2 放課後 教室 傷害なし 殴る・蹴る等

 16.  10. 15 1 1 (1) その他 その他 打撲（足） 殴る・蹴る等

 16.  12. 10 1 1 (1) 授業中 教室 外傷 蹴る

 16.  12. 10 1 (1) 授業中 教室 傷害なし その他

 16.  12. 10 1 (1) 休み時間 運動場、体育館 傷害なし 投げる・転倒させる

 17.  3. 29 1 その他 その他 傷害なし その他

 17.  3. 29 1 その他 その他 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 29 1 部活動 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 29 1 学校行事 その他 傷害なし 棒等のもので殴る

 17.  3. 29 1 (1) 授業中 教室 骨折・捻挫等 その他

奈 良  16.  9. 1 1 (1) 部活動 運動場、体育館 傷害なし 殴る・蹴る等

 16.  10. 18 1 (1) その他 廊下、階段 打撲（顔） 素手で殴る

 16.  11. 26 1 1 (1) 部活動 その他 傷害なし 素手で殴る

鳥 取  17.  3. 18 1 部活動 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る、殴る・蹴る等

島 根  16.  12. 3 1 (1) 部活動 その他 傷害なし 素手で殴る

 16.  12. 16 1 (1) 休み時間 運動場、体育館 傷害なし 殴る・蹴る等

 16.  12. 16 1 その他 廊下、階段 傷害なし 素手で殴る

広 島  16.  8. 11 1 1 授業中、休み時間 運動場、体育館 骨折・捻挫等 素手で殴る

 16.  8. 11 1 1 授業中 教室 外傷 棒等のもので殴る

 16.  11. 12 1 1 放課後 運動場、体育館 鼓膜損傷 素手で殴る

 17.  1. 1 1 授業中 教室 打撲（その他） 投げる・転倒させる

 17.  3. 18 2 2 授業中、休み時間 教室 打撲（頭） その他

 17.  3. 18 1 1 授業中 生徒指導室等 傷害なし 殴る・蹴る等

 17.  3. 18 1 1 その他 生徒指導室等 打撲（その他） 殴る・蹴る等

山 口  16.  6. 2 1 (2) 部活動 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 2 1 (1) 放課後、休み時間 教室、廊下、階段 骨折・捻挫等 投げる・転倒させる等

徳 島  16.  8. 2 1 (1) 授業中 廊下、階段 打撲（頭） 素手で殴る

 16.  9. 3 1 (1) 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 22 1 (1) 放課後 運動場、体育館 打撲（顔） 素手で殴る

香 川  16.  5. 31 1 (1) 授業中 教室 打撲（その他） 投げる・転倒させる

 16.  6. 25 1 (1) 授業中 教室 傷害なし その他

 16.  7. 20 1 (1) その他 教室 鼻血 素手で殴る

 16.  11. 17 1 (1) 休み時間 教室 打撲（頭） 素手で殴る

 16.  12. 28 1 (1) 部活動 運動場、体育館、その他 傷害なし 素手で殴る

 17.  2. 21 1 (1) 授業中 教室 外傷 棒等のもので殴る

愛 媛  17.  2. 23 1 その他 その他 傷害なし 素手で殴る

高 知  16.  5. 6 1 部活動 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 16.  12. 17 1 部活動 運動場、体育館 打撲（顔） 素手で殴る

福 岡  16.  4. 20 1 1 休み時間 その他 鼓膜損傷 素手で殴る

 16.  5. 11 1 休み時間 その他 鼓膜損傷 素手で殴る

 16.  7. 5 1 1 (1) 部活動 その他 打撲（その他）、その他 棒等のもので殴る等

 16.  1. 8 1 1 授業中 教室 打撲（顔） 素手で殴る

佐 賀  16.  8. 3 1 (1) 放課後、部活動 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 16.  8. 4 1 (1) 放課後、その他 職員室、生徒指導室等 傷害なし 素手で殴る

 16.  9. 30 1 (1) その他 生徒指導室等 傷害なし 蹴る

 17.  3. 24 1 授業中 教室 鼻血 素手で殴る

長 崎  16.  6. 25 1 休み時間 生徒指導室等 打撲（顔） 素手で殴る

 17.  2. 16 1 部活動 運動場、体育館 打撲（顔） 素手で殴る

熊 本  16.  8. 3 1 1 授業中 その他 鼓膜損傷 その他

 16.  8. 3 1 1 授業中 運動場、体育館 骨折・捻挫等 殴る・蹴る等

 16.  8. 3 1 1 部活動 運動場、体育館 外傷 素手で殴る

 16.  8. 3 1 1 学校行事 その他 外傷 素手で殴る

 17.  3. 18 1 部活動 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 18 1 部活動 その他 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 25 1 1 部活動 その他 鼓膜損傷 素手で殴る

大 分  16.  8. 19 1 (2) その他 その他 傷害なし その他

 16.  10. 14 1 (2) 放課後 その他 骨折・捻挫等 その他

 16.  12. 17 1 1 (2) 部活動 運動場、体育館 鼓膜損傷 素手で殴る

 17.  3. 11 1 (2) 部活動 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 11 1 (2) 授業中 教室 打撲（顔） 素手で殴る

宮 崎  16.  6. 4 1 1 (1) 部活動 その他 鼓膜損傷 棒等のもので殴る

 16.  6. 4 1 1 (1) その他 廊下、階段 その他 その他

 16.  7. 14 1 1 (1) 部活動 その他 鼓膜損傷 棒等のもので殴る

 16.  7. 14 1 1 (1) 放課後 その他 外傷 その他

 17.  1. 13 1 1 (1) 授業中 廊下、階段 鼻血 素手で殴る

(1)



［場面］ ［場所］

体罰の態様被害の状況体罰時の状況処分年月日県 市 名 訓告等 諭旨免職

戒告

合　計懲戒処分の種類

免職 停職 減給
鹿 児 島  16.  5. 18 1 授業中 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 16.  7. 6 1 学校行事 教室 傷害なし 素手で殴る

 16.  8. 3 1 部活動、その他 運動場、体育館 鼓膜損傷、打撲（頭） 素手で殴る、その他

 16.  8. 5 1 部活動 運動場、体育館 鼓膜損傷 素手で殴る

 16.  8. 31 1 授業中 廊下、階段 傷害なし 殴る・蹴る等

 16.  9. 28 1 部活動 運動場、体育館 傷害なし 殴る・蹴る等

 16.  9. 30 1 授業中 その他 打撲（顔）、鼻血 素手で殴る

 16.  10. 7 1 部活動 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 16.  10. 25 1 休み時間 運動場、体育館 外傷 素手で殴る

 16.  11. 5 1 部活動 運動場、体育館 外傷 素手で殴る

 16.  11. 26 1 部活動 運動場、体育館 傷害なし 殴る・蹴る等

 16.  12. 9 1 休み時間 廊下、階段 傷害なし 素手で殴る

 16.  12. 13 1 授業中 運動場、体育館 鼓膜損傷 素手で殴る

 16.  12. 28 1 その他 その他 外傷 素手で殴る

 17.  2. 22 1 その他 その他 鼓膜損傷 素手で殴る

 17.  2. 22 1 部活動 運動場、体育館 鼓膜損傷 素手で殴る

 17.  2. 23 1 授業中 教室 傷害なし 棒等のもので殴る

 17.  2. 28 1 学校行事 その他 傷害なし その他

 17.  3. 28 1 放課後 運動場、体育館 外傷、打撲（顔） 素手で殴る

 17.  3. 29 1 その他 教室 骨折・捻挫等 棒等のもので殴る

沖 縄  16.  9. 8 1 部活動 運動場、体育館 打撲（顔） 素手で殴る

 16.  11. 15 1 その他 教室 外傷 素手で殴る

 16.  12. 24 1 1 授業中 運動場、体育館 その他 その他

 17.  1. 31 1 休み時間 生徒指導室等 傷害なし 殴る・蹴る等

札 幌 市  16.  5. 24 1 1 休み時間 その他 打撲（その他） 蹴る

 16.  6. 24 1 1 休み時間 教室 傷害なし 殴る・蹴る等

 16.  7. 27 1 1 休み時間 廊下、階段 傷害なし 素手で殴る

 16.  8. 24 1 1 放課後 教室 傷害なし 素手で殴る

 16.  10. 29 1 1 (1) 休み時間 教室 傷害なし 素手で殴る

 17.  1. 28 1 (1) 1 (1) 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 17.  2. 18 1 1 授業中 生徒指導室等 傷害なし 素手で殴る

 17.  2. 18 1 1 その他 教室 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 25 1 1 放課後 廊下、階段、教室 骨折・捻挫等 投げる・転倒させる、その

 17.  3. 25 1 1 休み時間 生徒指導室等 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 25 1 1 (1) 部活動、休み時間 運動場、生徒指導室等 鼓膜損傷 素手で殴る、その他

仙 台 市  16.  8. 23 1 放課後 教室 傷害なし 素手で殴る

 16.  10. 22 1 授業中 廊下、階段 傷害なし 素手で殴る

 16.  12. 27 1 1 (1) 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 2 1 (1) 授業中 教室 傷害なし その他

 17.  3. 30 1 (1) 授業中 職員室、運動場、体育館 傷害なし その他

さいたま市  17.  2. 3 1 授業中 教室 傷害なし 棒等のもので殴る、その他

 17.  3. 8 1 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る、その他

川 崎 市  16.  11. 9 1 1 (2) 放課後 教室 傷害なし 素手で殴る

 17.  1. 25 1 1 (1) 学校行事 その他 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 15 1 1 (1) 授業中、部活動 教室 傷害なし 素手で殴る、殴る・蹴る等

横 浜 市  16.  4. 27 1 (1) その他 教室 傷害なし 棒等のもので殴る

 16.  5. 27 1 1 (2) 部活動 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る、その他

 16.  6. 9 2 1 3 (2) 授業中、放課後等 教室、体育館、その他 外傷 殴る・蹴る等、その他

 16.  9. 17 (1) 休み時間 廊下、階段 鼻血 素手で殴る

 16.  10. 4 1 1 (2) 授業中 教室、廊下、階段 傷害なし 素手で殴る、その他

 16.  10. 4 1 1 (3) 休み時間、その他 生徒指導室等 髪を切られる 素手で殴る、その他

 16.  11. 10 (1) 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 16.  11. 10 1 (1) 部活動 運動場、体育館 傷害なし 殴る・蹴る等

 16.  11. 10 1 (2) 部活動 その他 傷害なし 素手で殴る

 16.  12. 17 1 1 (1) 授業中 廊下、階段 外傷、打撲（顔） 素手で殴る、その他

 17.  2. 3 1 (1) 授業中 廊下、階段 外傷 素手で殴る

 17.  2. 23 1 (1) その他 生徒指導室等 傷害なし その他

 17.  2. 24 1 1 (1) 授業中、その他 教室 傷害なし 素手で殴る、その他

名古屋市  16.  6. 15 1 部活動 運動場、体育館 傷害なし 殴る・蹴る等

 16.  7. 15 1 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 16.  8. 4 1 部活動 運動場、体育館 鼓膜損傷 素手で殴る

 16.  9. 8 1 (1) 学校行事 その他 傷害なし 素手で殴る

 16.  9. 8 1 授業中 教室 外傷 素手で殴る

 17.  1. 21 1 (1) 授業中 教室 傷害なし 蹴る

 17.  1. 21 1 (1) 部活動 運動場、体育館 鼓膜損傷 素手で殴る

 17.  2. 16 1 (1) 部活動 運動場、体育館 傷害なし 蹴る

 17.  3. 24 1 (1) その他 その他 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 24 1 (1) 放課後 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 29 1 (1) 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

大 阪 市  16.  5. 31 1 1 放課後 教室 その他 殴る・蹴る等

 16.  9. 16 1 1 授業中 廊下、階段 打撲（頭） 素手で殴る

 16.  9. 16 1 授業中 教室 傷害なし 棒等のもので殴る

 16.  11. 1 1 1 休み時間、部活動 運動場、体育館、廊下、 打撲（頭）、打撲（顔） 殴る・蹴る等

 16.  11. 22 1 1 授業中 教室 鼓膜損傷 素手で殴る

神 戸 市  16.  7. 15 1 1 (1) 休み時間 教室 打撲（顔） 素手で殴る

 16.  7. 15 1 1 授業中 教室 外傷 素手で殴る

 16.  7. 15 1 1 (1) 休み時間 教室 その他 素手で殴る

 16.  7. 15 1 休み時間 その他 打撲（顔） 素手で殴る

 16.  7. 15 1 授業中 教室 打撲（頭） その他

 16.  7. 15 1 学校行事 その他 傷害なし 蹴る

 16.  9. 30 1 1 その他 教室 その他 素手で殴る

 16.  9. 30 1 1 学校行事 教室 外傷、打撲（頭） 素手で殴る

 16.  9. 30 1 授業中 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 16.  9. 30 1 授業中、放課後 教室 傷害なし 素手で殴る

 16.  9. 30 1 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

 16.  10. 25 1 授業中 教室 その他 素手で殴る

 16.  12. 20 1 1 (1) 学校行事 その他 傷害なし 素手で殴る

 16.  12. 20 1 学校行事 運動場、体育館 打撲（その他） 投げる・転倒させる

 16.  12. 20 1 授業中 廊下、階段 打撲（頭） 素手で殴る

 16.  12. 20 1 放課後 運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 17 1 1 その他 生徒指導室等 傷害なし 素手で殴る

 17.  3. 17 1 1 (1) 放課後 生徒指導室等 鼓膜損傷 素手で殴る

 17.  3. 17 1 授業中 教室 傷害なし 素手で殴る

広 島 市  16.  5. 31 1 (1) 授業中 その他 鼓膜損傷 素手で殴る

 16.  6. 30 1 授業中 教室 外傷 素手で殴る

 16.  6. 30 1 休み時間 教室 外傷 その他

 16.  7. 8 1 その他 教室 打撲（顔） 素手で殴る

 16.  7. 13 1 1 (1) 休み時間、学校行事等 教室、その他 打撲（顔） 素手で殴る、殴る・蹴る等

 16.  9. 21 1 休み時間 教室 外傷 蹴る

 16.  11. 16 1 放課後 生徒指導室等 傷害なし 素手で殴る

 16.  11. 16 1 授業中 廊下、階段 打撲（その他） その他

 17.  1. 24 1 (1) 休み時間 教室 傷害なし 蹴る

北九州市  17.  2. 25 1 1 (1) 授業中、その他 教室、運動場、体育館 傷害なし 素手で殴る

福 岡 市  16.  12. 9 1 1 (1) 部活動 運動場、体育館 外傷 殴る・蹴る等

 16.  12. 27 1 (1) その他 教室 傷害なし 殴る・蹴る等

合 計    20 66 (1) 57 (2) 143 (3) 277 (208)
(注)  (  )内は、非違行為を行った所属職員に対する監督責任により懲戒処分等を受けた者の数で外数。



表５　わいせつ行為等に係る懲戒処分等の状況一覧（平成１６年度）
（単位：人）

懲戒処分の種類

免職 停職 減給 戒告

北 海 道  16.  5. 21 1 1 一般人（18歳未満）

 16.  7. 9 1 1 生徒

 16.  10. 8 (2) 教職員

 16.  10. 22 1 1 一般人（18歳未満）

 16.  11. 24 1 1 一般人（18歳未満）

 17.  3. 2 1 1 生徒

 17.  3. 31 1 1 卒業生

 17.  3. 31 1 1 生徒

岩 手  16.  7. 20 1 (1) 1 (1) (2) 生徒

 17.  3. 16 1 1 生徒

宮 城  16.  8. 19 1 1 一般人

 16.  12. 17 1 1 (2) 生徒

 16.  12. 17 1 (1) 1 (1) (1) 生徒

 16.  12. 17 1 1 (3) 生徒

 17.  3. 30 1 教職員

秋 田  17.  3. 24 1 1 (1) 生徒

山 形  16.  8. 25 1 教職員

福 島  16.  7. 16 1 1 生徒

 16.  10. 22 1 1 生徒

茨 城  16.  4. 28 1 (1) 1 (1) 生徒

 16.  12. 28 1 1 (1) 生徒

栃 木  16.  4. 30 (1) 生徒

 16.  7. 6 1 1 (1) 教職員

 16.  9. 8 1 (3) 1 (3) 生徒

 17.  2. 1 1 (1) 1 (1) (1) 生徒

 17.  3. 11 1 (1) 1 (1) 児童

埼 玉  16.  5. 13 1 1 （わいせつDVD販売）

 16.  6. 10 1 1 一般人

 16.  7. 8 1 1 (1) 生徒

 16.  8. 26 1 1 (2) 一般人（18歳未満）

 16.  11. 25 1 1 生徒

 16.  12. 17 1 1 （わいせつDVD販売）

 16.  12. 17 1 1 (1) 生徒

 17.  2. 17 1 1 (1) 生徒

 17.  3. 14 1 1 生徒

 17.  3. 14 1 1 教職員

 17.  3. 23 1 1 一般人

千 葉  16.  9. 10 1 (1) 生徒

 16.  9. 15 1 1 (1) 生徒

 16.  12. 10 1 (1) 生徒

処分事案の相手等県 市 名
諭旨
免職

訓告等合　計処分年月日



懲戒処分の種類

免職 停職 減給 戒告
処分事案の相手等県 市 名

諭旨
免職

訓告等合　計処分年月日

東 京  16.  4. 28 1 1 (1) 教職員

 16.  7. 15 1 一般人

 16.  7. 15 (1) 1 生徒

 16.  9. 14 1 1 (1) 生徒

 16.  10. 21 1 1 (1) 生徒

 16.  11. 2 1 1 (1) 生徒

 16.  11. 2 (1) (1) 1 児童

 16.  11. 9 1 1 (1) 教職員

 16.  11. 30 1 1 (1) 児童

 16.  12. 22 1 1 (2) 生徒

 17.  2. 17 1 一般人

 17.  2. 28 1 1 教職員

 17.  2. 28 1 一般人（18歳未満）

 17.  2. 28 1 (1) 1 (1) 教職員

 17.  2. 28 1 (1) 1 (1) 教職員

 17.  3. 25 1 一般人（18歳未満）

 17.  3. 29 (2) 生徒

 17.  3. 31 (1) 1 一般人

神 奈 川  16.  7. 30 1 1 (1) 一般人

 16.  7. 30 1 (1) 教職員

 16.  9. 16 1 1 (1) 生徒

 16.  10. 21 1 1 (1) 生徒

 16.  12. 22 1 1 (1) 生徒

 16.  12. 22 1 1 (1) 教職員

 17.  1. 13 (1) 生徒

 17.  3. 29 (1) 一般人

新 潟  16.  4. 28 1 1 生徒

 16.  6. 17 1 1 一般人（18歳未満）

 16.  7. 22 1 1 教職員

 16.  10. 19 1 1 一般人（18歳未満）

 16.  11. 24 1 1 生徒

 17.  1. 14 1 1 (1) 生徒

 17.  2. 17 1 1 生徒

 17.  2. 17 1 1 生徒

 17.  3. 11 1 1 卒業生

富 山  17.  3. 17 1 1 (1) 生徒

福 井  16.  6. 25 1 (1) 1 (1) (1) 生徒

山 梨  16.  7. 21 (1) 一般人

長 野  16.  7. 9 1 1 (1) 一般人（18歳未満）

 16.  7. 9 1 (1) 1 (1) 児童

 17.  2. 7 1 1 (1) 生徒

 17.  2. 7 1 1 (1) 生徒

岐 阜  16.  6. 24 (2) 生徒

静 岡  16.  4. 12 1 1 生徒

 16.  6. 17 1 1 (1) 生徒

 16.  8. 23 1 (1) 1 (1) (1) 生徒

 16.  11. 4 1 1 (1) 生徒

 16.  11. 25 1 1 (1) 一般人

 16.  12. 21 1 (1) 1 (1) 一般人（18歳未満）

 16.  12. 21 1 1 (1) 一般人（18歳未満）

 17.  3. 29 1 1 (1) 生徒



懲戒処分の種類

免職 停職 減給 戒告
処分事案の相手等県 市 名

諭旨
免職

訓告等合　計処分年月日

愛 知  16.  7. 7 1 1 (1) 生徒

 16.  8. 31 1 一般人

 16.  9. 15 1 1 教職員

 17.  3. 16 1 1 (2) 生徒

三 重  16.  12. 28 1 教職員

 16.  12. 28 1 一般人

 17.  2. 14 1 1 一般人（18歳未満）

 17.  3. 8 1 1 生徒

滋 賀  16.  8. 11 1 1 (2) 一般人

京 都  16.  4. 23 1 (1) 生徒

 16.  8. 24 1 (1) 教職員

 16.  8. 26 1 1 (1) 生徒

 17.  3. 9 1 (1) 教職員

 17.  3. 23 1 生徒

大 阪  16.  8. 26 1 1 (1) 生徒

 16.  9. 10 1 (1) 1 (1) (2) 生徒

 16.  10. 7 1 1 (1) 一般人（18歳未満）

 16.  10. 28 1 1 児童

 16.  10. 28 1 (1) 1 (1) 生徒

 16.  11. 5 1 1 (1) 教職員

 16.  12. 8 1 1 (1) 一般人（18歳未満）

 16.  12. 22 1 (1) 教職員

 17.  2. 23 1 (1) 1 (1) (1) 生徒

 17.  3. 9 1 (1) 教職員

 17.  3. 30 1 1 (1) 生徒

 17.  3. 30 1 1 (1) 児童

兵 庫  16.  6. 25 1 1 (1) 教職員

 16.  10. 29 1 (1) 1 (1) (2) 生徒

奈 良  16.  8. 14 1 1 (1) 一般人

和 歌 山  17.  3. 28 1 1 (1) 一般人（18歳未満）

鳥 取  16.  6. 15 1 1 一般人（18歳未満）

島 根  16.  12. 27 1 1 (3) 教育実習生

岡 山  16.  5. 7 1 (1) 1 (1) (1) 生徒

 16.  8. 6 1 (1) 1 (1) (1) 生徒

広 島  16.  5. 14 1 1 (1) 教職員

 16.  9. 10 1 1 一般人（18歳未満）

 16.  9. 10 1 1 (1) 生徒

 16.  9. 10 1 1 (1) 一般人（18歳未満）

 16.  12. 22 1 1 (1) 生徒

 17.  1. 11 1 生徒

 17.  2. 10 1 (1) 教職員

 17.  3. 30 1 1 (1) 生徒

山 口  16.  4. 23 1 1 一般人

 16.  8. 11 1 1 (1) （わいせつビデオ販売）

香 川  16.  7. 27 1 1 (1) 一般人

愛 媛  16.  8. 23 1 1 (1) 卒業生

高 知  16.  11. 24 1 教職員

福 岡  16.  8. 5 1 1 一般人（18歳未満）

 16.  10. 8 1 1 (1) 生徒

佐 賀  16.  10. 19 1 (1) 1 (1) 生徒

 16.  11. 10 1 (1) 教職員



懲戒処分の種類

免職 停職 減給 戒告
処分事案の相手等県 市 名

諭旨
免職

訓告等合　計処分年月日

熊 本  16.  9. 10 1 1 (1) （わいせつメール）

 16.  10. 5 1 (1) 1 (1) 一般人

 16.  12. 14 1 (1) 1 (1) (2) 生徒

 17.  1. 11 1 (1) 1 (1) 一般人

 17.  3. 25 1 (1) 1 (1) (1) 一般人（18歳未満）

大 分  16.  5. 28 1 (1) 1 (1) (2) 生徒

 16.  12. 17 1 (1) 1 (1) (1) 生徒

 17.  2. 10 1 (1) (1) 1 (2) 生徒

宮 崎  16.  5. 11 1 (1) 1 (1) 生徒

 16.  5. 11 1 1 (1) 一般人

 16.  5. 21 1 (1) 1 (1) 生徒

 16.  7. 14 (1) (1) 児童

 16.  11. 15 1 (1) 1 (1) 生徒

鹿 児 島  16.  8. 19 (1) 一般人（18歳未満）

 16.  8. 31 1 1 一般人（18歳未満）

札 幌 市  17.  1. 28 1 1 生徒

仙 台 市  16.  9. 22 1 1 一般人

川 崎 市  16.  6. 11 1 1 一般人

横 浜 市  16.  4. 30 1 1 (2) 一般人（18歳未満）

 16.  6. 9 1 1 (1) 一般人（18歳未満）

 16.  12. 17 1 1 (1) 生徒

 17.  3. 18 1 1 (2) 生徒

 17.  3. 28 1 1 (3) 生徒

名古屋市  16.  9. 29 1 1 一般人（18歳未満）

 16.  11. 5 1 1 一般人（18歳未満）

京 都 市  16.  8. 17 1 1 一般人（18歳未満）

大 阪 市  16.  7. 30 1 1 (1) 児童

 16.  10. 31 1 一般人

 17.  1. 26 1 一般人

神 戸 市  16.  10. 25 1 1 教育実習生

 17.  3. 17 1 1 (1) 生徒

 17.  3. 17 1 1 (2) 教職員

福 岡 市  16.  5. 31 1 1 (1) 教職員

 16.  12. 9 1 1 (1) 生徒

 17.  1. 21 1 1 生徒

合 計 95 31 10 (6) 5 (28) 141 (34) 16 (123) 11

（注）　（　）内は、非違行為を行った所属職員（事務職員等含む。）に対する監督責任により懲戒処分等を受けた者の数で外数。



表６　公費の不正執行又は手当等の不正受給に係る懲戒処分等の状況一覧（平成１6年度）
　 （単位：人）

懲戒処分の種類

青 森 16. 8. 11 1 復命書の不実記載

岩 手 16. 4. 19 (1) (1) 事務職員の生徒徴集金の着服に関する監督責任

17. 3. 16 (1) (1)
事務職員のＰＴＡ会費の現金の保管及び持ち出し等に関す
る監督責任

宮 城 16. 6. 22 (2)
事務職員の就学援助費等の不適切な事務処理に関する監
督責任

山 形 16. 9. 6 1 (2) 1 (2) 学校関連団体の会費の着服

福 島 16. 4. 16 1 1 (1) 文房具購入代の不正受給

16. 8. 20 1 1 (2) 生徒から徴集した模擬試験代等を不正に流用

千 葉 16. 5. 27 1 1 (2) 学校徴集金の不正処理

16. 5. 27 (1) (1)
事務職員の不正な経理操作による不正支出に関する監督
責任

16. 2. 16 1 (1) 1 (1) (1) 生徒会費の着服

東 京 16. 6. 1 (1) (1) 事務職員の公費等の横領に関する監督責任

16. 12. 22 (1) (1) 栄養士の給食費の横領に関する監督責任

17. 2. 17 1 (1) 1 (1) 給食費、教育研究会研究費の横領

17. 2. 17 (2) 事務職員の公費等の横領に関する監督責任

神 奈 川 16. 4. 30 1 (1) 1 (1) 旅費、共済組合給付金の着服

16. 6. 10 1 (1) 1 (1) 私費の着服

16. 7. 1 1 (1) 1 (1) 私費の着服等

16. 11. 18 1 1 (1) 私費の着服

17. 3. 28 (1) (1) 事務職員の災害共済給付金の着服に関する監督責任

岐 阜 16. 12. 28 (1) (1) (2) 学校納入金の横領に関する監督責任

愛 知 16. 11. 19 1 1 (2) 公文書偽造及び不正出張による旅費の不正受給

三 重 17. 2. 14 1 1 部活動費の流用

17. 2. 22 1 (1) 部活動費等の不適切な管理

大 阪 16. 6. 17 (2) (2) 事務職員の学校徴集金の着服に関する監督責任

16. 8. 26 1 1 (1) 通勤手当の不正受給

16. 12. 22 1 (1) 部活動外部指導者への報償金の不適切な執行

17. 1. 18 1 1 (1) 通勤手当の不正受給

17. 3. 18 1 (1) 通勤手当の不正受給

17. 3. 30 (1) (1) 事務職員の授業料等の着服に関する監督責任

17. 3. 30 3 (1) 3 (1) (1) 通勤手当の不正受給

鳥 取 16. 8. 16 1 通勤手当の不正受給

広 島 16. 11. 17 (1)
ＰＴＡ雇用の職員による学校徴集金の横領に関する監督責
任

16. 12. 22 1 (1) 1 (1) 地域団体等の会費の流用

山 口 17. 2. 18 1 (1) 1 (1) (1) 生徒徴集金の紛失

福 岡 市 17. 3. 30 1 過失による扶養手当の不正受給

合 計 　 　 　 9 2 8 (11) (10) 19 (21) 6 (21)

（注）　（　）内は、非違行為を行った所属職員（事務職員等含む。）に対する監督責任により懲戒処分等を受けた者の数で外数。

処分年月日県 市 名 処分理由
諭旨
免職

訓告等合　計
免職 停職 減給 戒告



表７　　国旗掲揚、国歌斉唱の取扱いに係る懲戒処分等の状況一覧（平成１６年度）

（単位：人）
懲戒処分の種類

免　職 停　職 減　給 戒　告

千 葉 16. 5. 28 1
校長からの職務命令に従わず、国歌斉唱時に不起立
（入学式）

東 京 16. 4. 6 1 19 20
校長からの職務命令に従わず、国歌斉唱時に不起立
等（卒業式）

16. 5. 25 2 2
校長からの職務命令に従わず、国歌斉唱時に不起立
等（卒業式）

16. 5. 25 3 37 40
校長からの職務命令に従わず、国歌斉唱時に不起立
等（入学式）

17. 3. 30 1 7 8
校長からの職務命令に従わず、国歌斉唱時に不起立
等（卒業式）

17. 3. 31 13 31 44 1
校長からの職務命令に従わず、国歌斉唱時に不起立
等（卒業式）

神 奈 川 16. 9. 24 1 (1) 国旗、国歌に反対するビラの配布（入学式）

鳥 取 17. 3. 23 1 1
校長からの職務命令に従わず、国歌斉唱時に不起立
（卒業式）

広 島 16. 5. 14 3 3
校長からの職務命令に従わず、国歌斉唱時に不起立
（入学式）

17. 3. 30 6 6 5
校長からの職務命令に従わず、国歌斉唱時に不起立
（卒業式）

高 知 17. 3. 30 1
国歌斉唱の実施方法についての校長の指導が不十分
であった（卒業式）

広 島 市 17. 3. 29 1
事前の校長からの職務命令に従わず、国歌斉唱時に
不起立（卒業式）

北九州市 16. 7. 9 1 1
事前の校長からの職務命令に従わず、国歌斉唱時に
不起立（卒業式）

合 計    18 107 125 10 (1)
 

（注）　　（　）内は、非違行為を行った所属職員（事務職員等含む。）に対する監督責任により懲戒処分等を受けた者の数で外数。

処　　分　　理　　由県 市 名 処分年月日 訓告等 諭旨免職合　計



表８　　その他の服務違反等に係る懲戒処分等の状況一覧（平成16年度）
（単位：人）

児童・生徒への不適切な指導等 11 9 (1) 10 (3) 30 (4) 68 (47)

授業中 3 (4)

授業以外の教育活動中 1 1 1

教育活動中以外 2 2 3 (7)

職務命令違反 1 2 5 8 17 (5)

守秘義務違反 1 1 2

職務専念義務違反 3 3 (1) 4 10 (1) 37 (8)

公職選挙法違反 1 1

教育公務員特例法違反 0

無許可営利企業等従事 1 1 3 5 7 (5)

1 4 6 4 15 14 (10)

その他服務違反等 5 8 (1) 14 (4) 41 (8) 68 (13) 345 (151) 1

傷害，暴行等及び刑法違反 16 8 3 2 (3) 29 (3) 1 (17)

金銭，異性関係等の非行 9 4 1 (1) (4) 14 (5) 5 (22)

その他 4 2 4 (1) 2 12 (1) 37 (17) 2

交通事故等を起こした車に同乗等 1 4 5

37 43 (1) 49 (8) 72 (18) 201 (27) 540 (293) 3

（注）　　（　　）内は、非違行為を行った所属職員に対する監督責任により懲戒処分等を受けた者の数で外数。

処  分  理  由
懲戒処分の種類

合　計 訓告等 諭旨免職
免職 停職 減給 戒告

一般非行に
係るもの

合　　　　　　　　　　計

教育活動に
係るもの 学 校

事 故

一般服務に
係るもの

政治的
行　為

職務懈怠，勤務態度不良
（無断欠席，遅刻，早退等）



表９　　分限処分の状況一覧（平成１６年度）

（単位：人）

　病気休職
（うち精神性疾患）

北 海 道 1 225 128 226
青 森 79 32 79
岩 手 97 49 97
宮 城 1 83 48 84
秋 田 1 23 17 24
山 形 56 23 56
福 島 107 58 107
茨 城 66 36 66
栃 木 1 75 53 76
群 馬 60 33 60
埼 玉 260 127 260
千 葉 1 1 248 159 250
東 京 2 3 3 464 277 46 518
神奈川県 257 143 22 279
新 潟 1 92 66 93
富 山 1 38 17 4 43
石 川 37 17 37
福 井 1 29 18 30
山 梨 1 11 6 12
長 野 108 69 108
岐 阜 77 47 77
静 岡 1 67 36 2 70
愛 知 1 286 161 287
三 重 3 1 100 62 104
滋 賀 1 2 73 45 76
京 都 1 52 26 53
大 阪 372 230 44 416
兵 庫 171 64 27 198
奈 良 77 33 77
和 歌 山 94 45 94
鳥 取 35 19 35
島 根 45 36 45
岡 山 132 72 5 137
広 島 195 114 195
山 口 82 45 82
徳 島 1 40 27 4 45
香 川 1 24 12 25
愛 媛 53 26 53
高 知 64 41 64
福 岡 164 95 2 166
佐 賀 41 20 2 43
長 崎 90 50 90
熊 本 1 91 61 92
大 分 1 1 27 17 29
宮 崎 1 73 31 74
鹿 児 島 137 89 137
沖 縄 286 94 5 291
札 幌 市 68 48 68
仙 台 市 15 11 15
さいたま市 35 23 35
千 葉 市 23 9 23
川 崎 市 86 54 2 88
横 浜 市 135 73 11 146
名古屋市 104 64 104
京 都 市 1 43 20 44
大 阪 市 1 4 205 138 20 230
神 戸 市 44 22 5 49
広 島 市 1 77 47 78
北九州市 38 29 3 41
福 岡 市 72 47 72
合 計 4 25 12 6,308 3,559 204 0 6,553

合　計
休職

分　限　処　分　の　種　類

県 市 名
降　任 免　職

起訴休職 その他
降　給



表１０　　分限処分（病気休職を除く）の状況一覧（平成１６年度）
（単位：人）

分限処分の種類

起訴休職 その他

北 海 道 17. 2. 22 1 1 迷惑防止条例違反（電車内での痴漢行為）

宮 城 16. 8. 19 1 1 適格性欠如

秋 田 17. 3. 23 1 1 指導力不足

栃 木 16. 10. 5 1 1 指導力不足

千 葉 16. 4. 7 1 1 強制わいせつ

16. 5. 11 1 1 心身の故障

東 京 16. 4. 1 26 26 配偶者の海外派遣に同行（分限条例）

16. 4. 1 他 10 10 研究休職（分限条例）

16. 6. 1 他 3 3 シニアボランティア

16. 7. 11 他 7 7 青年海外協力隊派遣

16. 7. 15 1 1 管理職としての適格性欠如

16. 7. 15 2 2 適格性欠如

16. 10. 1 1 1 心身の故障

16. 10. 4 1 1 強制わいせつ

16. 11. 15 1 1 児童買春

17. 2. 1 1 1 交通事故（死亡事故）

17. 3. 25 1 1 管理職としての適格性欠如

神 奈 川 16. 4. 1 22 22 研究休職（分限条例）

新 潟 16. 9. 21 1 1 適格性欠如（無断欠勤、職務命令不服従）

富 山 16. 4. 1 2 2 配偶者の海外派遣に同行（分限条例）

16. 4. 1 他 2 2 研究休職（分限条例）

16. 6. 4 1 1 指導力不足

福 井 17. 3. 10 1 1 酒気帯び運転を繰り返し

山 梨 17. 3. 31 1 1 指導力不足

静 岡 16. 4. 1 1 1 配偶者の海外派遣に同行（分限条例）

16. 4. 1 1 1 研究休職（分限条例）

16. 10. 1 1 1 強制わいせつ

愛 知 16. 8. 11 1 1 建築物損壊、住居侵入、強姦致傷

三 重 16. 9. 7 2 2 指導力不足

16. 9. 7 1 1 心身の故障

16. 12. 1 1 1 道路交通法違反（死亡事故）

滋 賀 16. 5. 14 1 1 自殺ほう助罪

16. 9. 14 1 1 大麻取締法違反

16. 9. 30 1 1 指導力不足

京 都 16. 4. 8 1 1 心身の故障

大 阪 16. 4. 1 他 43 43 研究休職（分限条例）

16. 8. 1 1 1 青年海外協力隊派遣

兵 庫 16. 4. 1 4 4 配偶者の海外派遣に同行（分限条例）

16. 4. 1 他 23 23 研究休職（分限条例）

岡 山 16. 4. 1 5 5 配偶者の海外派遣に同行（分限条例）

徳 島 16. 4. 1 4 4 配偶者の海外派遣に同行（分限条例）

17. 2. 14 1 1 適格性欠如（無断欠勤）

香 川 16. 7. 13 1 1 県迷惑行為等防止条例違反

福 岡 16. 8. 4 他 2 2 研究休職（分限条例）

県 市 名 合　計 処分の事由休職※３

降任※１ 免職※２ 降給
処分年月日



分限処分の種類

起訴休職 その他

県 市 名 合　計 処分の事由休職※３

降任※１ 免職※２ 降給
処分年月日

佐 賀 16. 4. 1 他 2 2 研究休職（分限条例）

熊 本 16. 12. 7 1 1 適格性欠如

大 分 16. 5. 28 1 1 適格性欠如

16. 8. 20 1 1 管理職としての適格性欠如

宮 崎 16. 10. 13 1 1 適格性欠如

沖 縄 16. 5. 1 他 5 5 研究休職（分限条例）

川 崎 市 16. 4. 1 他 2 2 研究休職（分限条例）

横 浜 市 16. 4. 1 11 11 研究休職（分限条例）

京 都 市 17. 3. 31 1 1 勤務実績不良及び適格性欠如

大 阪 市 16. 4. 1 1 1 管理職としての適格性欠如

16. 4. 1 他 20 20 研究休職（分限条例）

16. 11. 25 2 2 指導力不足

17. 3. 10 1 1 適格性欠如

17. 3. 24 1 1 指導力不足

神 戸 市 16. 4. 1 1 1 配偶者の海外派遣に同行（分限条例）

16. 4. 1 4 4 研究休職（分限条例）

広 島 市 16. 4. 13 1 1 指導力不足

北九州市 16. 4. 1 3 3 研究休職（分限条例）

合 計 　 4 25 12 204 0 245

※3　「休職」の内訳・・・起訴休職：１２人、研究休職（海外・国内）：１５０人、配偶者の海外派遣に同行：４３人、その他の事由：１１人

※１　「降任」の内訳・・・管理職としての適格性欠如：４人

※2　「免職」の内訳・・・適格性欠如：１0人、指導力不足：11人、心身の故障：４人



表１１  病気休職者数等の推移（平成７年度～平成１６年度）   （単位：人）

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度  13年度  14年度  15年度  16年度  

在 職 者 数 971,027 964,365 958,061 948,350 939,369 930,220 927,035 925,938 925,007 921,600

（Ａ）

 病気休職者数 3,644 3,791 4,171 4,376 4,470 4,922 5,200 5,303 6,017 6,308

（Ｂ）

うち精神性疾患

による休職者数 1,240 1,385 1,609 1,715 1,924 2,262 2,503 2,687 3,194 3,559

（Ｃ）

在 職 者 比

（Ｂ）／（Ａ） 0.38 % 0.39 % 0.44 % 0.46 % 0.48 % 0.53 % 0.56 % 0.57 % 0.65 % 0.68 %

（Ｃ）／（Ａ） 0.13 % 0.14 % 0.17 % 0.18 % 0.20 % 0.24 % 0.27 % 0.29 % 0.35 % 0.39 %

（Ｃ）／（Ｂ） 34.0 % 36.5 % 38.6 % 39.2 % 43.0 % 46.0 % 48.1 % 50.7 % 53.1 % 56.4 %

(注) 「在職者数」は，当該年度の「学校基本調査報告書」における公立の小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，盲学校，聾学校

    及び養護学校の校長，教頭，教諭，助教諭，養護教諭，養護助教諭，講師，実習助手及び寄宿舎指導員（本務者）の合計。
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